
 

 

 

 

特定健康診査等実施計画 

（第二期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花王健康保険組合 

 

平成２６年１2 月１８日（1.０版） 



背景及び趣旨 

 

わが国は国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。しかし、

急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより大きな環境変化に直面しており、医療制度を

維持可能なものにするために、その構造改革が急務となっている。 

このような状況に対応するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、保険者は被

保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）及び

その結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定健康指導）を実施

することとされた。 

本計画は、当健康保険組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事

項、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその結果にかかる目標に関する基本事項に

ついて定めるものである。 

なお、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条により、５年ごとに５年を一期として特定

健康診査等実施計画を定め、第一期の実績をもとに平成 25 年よりの第二期目標を定めるこ

ととする。 

 

 

当組合の現状 

 

当健康組合は、石鹸洗剤等日用品、化粧品、健康機能食品並びに各種工業用製品の製造、

販売を主たる業務とする花王株式会社を中心とする組合である。 

平成２４年度末時点の事業所数は 1４事業所で、内１１（8割）は東京に所在する。 

しかし、事業主の工場、研究所、支社、支店等は全国各地に点在しており、被扶養者の居

住地も同様である。その中で東京近郊の被保険者、被扶養者は約４割、それ以外は約６割と

把握している。 

加入事業者の中で被保険者 100 人未満の事業者は 7 である。 

当組合の被保険者のプロファイルは、下表の通りで男性が 6割（平均年齢：44 歳）、女性

が 4 割（平均年齢：3７歳）、被扶養者は、男性が 3 割（平均年齢：14歳）、女性が 7 割（平

均年齢：31歳）。扶養率は 1.３２である。 

 

健康診断については、30 歳未満と 31歳から 34 歳の被保険者については事業主が主体とな

り集合健診または契約機関での健診を実施しており、30 歳と 35歳以上の一般被保険者につい

ては事業主と健保の共同事業として、生活習慣病健診を外部健診代行機関の契約機関または、事

業場内における集団健診にて実施している。その受診率は両者とも概ね 100％である。 

被扶養者、任意継続者（35 歳以上）については健保が主体となり、上記と同様の生活習慣病

健診または、集合契約を利用した特定健診を実施している。その受診率は合計で約 60％である。 

 



特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項 

 

１．特定健康診査等の基本的考え方 

 日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準を

示した。これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、発症

した後でも血糖、血圧をコントロールすることにより重病化を予防することが可能であると

いう考え方を基本としている。 

メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や体重増加等が

様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習

慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになる。 

 

２．事業者等が行う健康診断及び保健指導との関係 

 従来から３０歳と３５歳以上の者に対しては、事業者と共同して花王生活習慣病健診を実施

してきたが、今後も同様に共同して行うこととする。受診結果は事業者がデータで管理し、

当健保が必要とする健診項目ついては、委託先である代行機関から受領する。 

これに係る費用については、労働安全衛生法に係る法定健診項目相当分については事業者が、

他の項目相当については健康保険組合が負担する。その詳細については別に定める。 

  

３．被扶養者、任意継続者の特定健康診査実施について 

 被扶養者の特定健診については、従来から実施している被扶養者健診を基本に実施する。 

① 対象：３５歳以上の被扶養者、任意継続者とする。 

② 方法：A)健保が委託した健診代行機関のネットワーク健診機関で花王生活習慣病健診

と同じ項目を受診する方法 

B)集合契約を利用し、特定健診の受診券を使用して受診する方法 

 ③ 個人負担： 

A) 窓口負担あり（被扶養者 7,560 円、任継被保険者 6,480 円） 

B）窓口負担なし 

 

４．特定保健指導の基本的考え方 

生活習慣病予備軍の保健指導の第一目的は、生活習慣病に移行させないことである。そ

のための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自ら生活習慣を変えることが

出来るように支援することにある。 

  



 

Ⅰ.達成目標 

 

１．特定健康診査の実施に係る目標 

平成２９年度における特定健康診査に実施率を 9０.0％とする。 

この目標を達成するために、平成２５年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

 

 

 2５年度 2６年度 2７年度 2８年度 2９年度 国の参酌標準 

一般被保険者 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ― 

任継被保険者 60.0 62.5 65.3 68.8 71.0  

被扶養者 60.0 62.5 65.3 68.8 71.0 ― 

計 86.2 87.1 88.1 89.2 90.0 90.0 

 

２．特定保健指導の実施に係る目標 

平成２９年度における特定健康指導の実施率を６0.0％とする。 

この目標を達成するために、平成２５年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

 

 

 2５年度 2６年度 2７年度 2８年度 2９年度 国の参酌標準 

40歳以上の対

象者（人） 
14,770 14,892 15,287 15,807 16,342 ― 

特定保健指導

対象者数 

（推計） 

1,798 1,770 1,737 1,713 1,686 ― 

実施率（％） 50.8 52.1 55.9 57.8 60.0 60.0 

実施者数（人） 913 922 971 990 1011 ― 

 

保健指導に当たっては事業主に委託し、事業主の保健師が実施する。被保険者から優先し、

被扶養者については平成 27 年度より外部委託を行う。 

 

 

  

目標実施率 （％） 

目標実施率（被保険者＋被扶養者） 



 

Ⅱ．特定健康診査等の対象者数 

 

１． 対象者数 

 

①特定健康診査 

被保険者 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

対象者数（推計） 363 366 376 388 402 

40 歳以上対象者 10,036 10,119 10,387 10,741 11,104 

目標実施率（％） 98.6 98.6 98.7 98.9 99.0 

目標実施者数 9,891 9,982 10,257 10,619 10,988 

 

被扶養者 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

対象者数（推計） 4,734 4,773 4,900 5,066 5,238 

40 歳以上対象者 4,734 4,773 4,900 5,066 5,238 

目標実施率（％） 60.0 62.5 65.3 68.8 71.0 

目標実施者数 2,840 2,983 3,200 3,486 3,719 

 

被保険者＋被扶養者 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

対象者数（推計） 5,097 5,139 5,275 5,455 5,640 

40 歳以上対象者 14,770 14,892 15,287 15,807 16,342 

目標実施率（％） 86.2 87.1 88.0 89.2 90.0 

目標実施者数 12,731 12,965 13,456 14,105 14,707 

＊対象者数とは事業主健診の受診者等を除外した保険者として実施すべき数。（被扶養者、任意継続被

保険者） 

＊40 歳以上対象者は、全対象者数。 

 

②特定保健指導の対象者数 

 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

40 歳以上対象者 14,770 14,892 15,287 15,807 16,342 

動機付け支援対象者 766 755 743 735 726 

実施率（％） 53.0 54.3 59.2 61.5 63.9 

実施者数 406 410 440 452 464 

積極的支援対象者 1,032 1,015 994 978 960 

実施率（％） 49.1 50.4 53.4 55.0 57.0 

実施者数 507 512 531 538 547 

保健指導対象者計 1,798 1,770 1,737 1,713 1,686 

実施率（％） 50.8 52.1 55.9 57.8 60.0 

実施者数 913 922 971 990 1,011 

  



 

Ⅲ．特定保健診査等の実施方法 

 

１．実施場所 

 被保険者の特定健康診査は、事業主が行う定期健診と併せて行う。 

 被扶養者の特定健康診査は、健診機関に委託する。 

 被保険者の特定保健指導は、事業主に委託する。 

 被扶養者の特定保健指導は、外部業者に委託する。 

 

２．実施項目 

 実施項目は、「標準的な健診・保健指導プログラム第２編第２章」に記載されている健診

項目とする。 

 

３．実施時期 

 実施時期は通年とする。 

 

４．委託の有無 

（１）特定健診 

一般被保険者については、事業主と健康保険組合が医療機関および外部健診代行機

関に委託する。 

被扶養者・任意継続者については健康保険組合が外部健診代行機関に委託する。 

（2）特定保健指導 

一般被保険者については、事業主に委託する。 

被扶養者については外部専門業者に委託する。 

 

５．受診方法 

 一般被保険者については、事業主からの案内をもとに、契約機関または事業所敷地内で

実施される健診を受診する。 

 被扶養者・任意継続者については、健保から送付する案内に従い受診する。 

 A)健保の委託先である代行機関の契約機関において受診する。その場合、自己負担額

は被扶養者 7,560 円、任意継続被保険者 6,480 円とする。 

 B)集合契約の受診券を利用して特定健診を受診する。その場合の自己負担額は 0 円

とする。 

 

６．周知・案内方法 

 周知は、機関紙等への掲載、DM、ホームページなどを活用して行う。 

 



 

７．健診データの受領方法 

一般被保険者、被扶養者、任意継続者の健診データは、委託先である外部代行機関から

受領する。また、保健指導のデータについては、委託先の事業主から受領し、当健保組

合で保管する。なお、保管年数は５年とする。 

 

８．特定保健指導対象者の選出の方法 

一般被保険者の特定保健指導の対象者については、事業主の保健スタッフにより優先順

位をつけて選出する。 

被扶養者の特定保健指導の対象者については、健保の健診システムにより階層化し、選

出する。 

 

Ⅳ．個人情報の保護 

 

当健康保険組合は、花王健康保険組合個人情報保護管理規定を遵守する。 

当健保組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知りえた情報を外部に

漏らしてはならない。 

当健保組合のデータ管理者は、常務理事とする。またデータの利用者は当組合の保健事

業担当者並びに保健職に限る。 

外部委託する場合は、データの利用範囲・利用者等を契約書に明記する。 

 

Ⅴ．特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 

本計画の周知は、ホームページに掲載する 

 

Ⅵ．特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 

当計画については、毎年 Te-ni-te 研究会で見直しの検討を行う。 

計画の進捗については事業主と共有し、効果的な実施と計画達成のため、ガイドライ

ンに基づき定期的な進捗管理と計画の見直しを行う。 

 

Ⅶ．その他 

 

当健保組合に所属する保健師等については、特定健診・特定保健指導の実践要請のため

の研修に随時参加させる。 

 

以上 


